
第７回 佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 

日 時：令和２年５月２５日（月）１４：００～ 

場所：山口市役所 

             令和２年５月２２日（金） ９：００～ 

              場所：防府市役所 

             令和２年５月２６日（火）１０：００～ 

              場所：防府土木建築事務所  

議  事  次  第 

１．議事・報告 

１）前回協議会における議事概要 

２）規約の確認 

３）佐波川水系の減災に係る取組内容と現状確認 

４）今後の取組内容について（情報共有） 

５）情報提供 

２．その他 



機　関

山口市 市長 渡辺　純忠 防災統括監 坂本　公昭

防府市 市長 池田　豊 防災危機管理課長 齊藤　　忍

山口県 土木建築部長 阿部　雅昭 防府土木建築事務所所長 片山　克浩

山口県 総務部理事（危機管理担当） 高橋　博史

気象庁
福岡管区気象台

下関地方気象台長 宮田　浩

国土交通省
中国地方整備局

山口河川国道事務所長 松本　幸司 山口河川国道事務所副所長 柳田　敏信

機　関

山口市 総務部　防災危機管理課　課長 粟屋　健次

山口市 総務部　防災危機管理課　主幹 田中　雅子

防府市
総務部　防災危機管理課　課長
補佐

小田　至郎

防府市
土木地市建設部　河川港湾課
課長

藤本　英明

防府市
土木地市建設部　河川港湾課
係長

小川　記央

防府市
土木地市建設部　河川港湾課
係長

柴崎　允達

防府市
土木地市建設部　河川港湾課
係長

西崎　亮太

山口県 防府土木建築事務所　次長 正木　征利

山口県 防府土木建築事務所　主査 中村　康弘

山口県 防府土木建築事務所　主幹 溝部　和広

山口県 土木建築部　河川課　主任 山下　智彰

山口県 土木建築部　河川課　主査 藤田　剛

〈事務局〉

機　関

国土交通省
中国地方整備局

山口河川国道事務所
建設専門官

末村　彰宏

幹事、随行者、担当者等
（所属・役職、氏名）

事務局員
（所属・役職、氏名）

構成員
（所属・役職、氏名）

代理出席者
（所属・役職、氏名）

第７回　佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会　　出席者名簿

〈幹事、随行者、担当者等〉

〈構成員又は代理出席者〉

書面開催

書面開催



資料１ 

第６回 佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 議事概要

１．日 時 

令和 2年 2月13日（木）11:00～12:00 

２．場 所 

ルルサス防府 ２Ｆ 多目的ホール 

３．出席者 

山口市長（防災総括官代理出席） 

防府市長 

山口県土木建築部長（防府土木建築事務所長代理出席） 

山口県総務部理事（危機管理担当） 

下関地方気象台長 

山口河川国道事務所長 

４．議 事

１）前回協議会における議事概要 

２）規約の改正 

３）令和元年の佐波川出水状況について 

４）佐波川水系の減災に係る取組内容と現状確認 

５）情報提供 

５．議事概要

 ・ 規約改正について承認された

・ 佐波川水系の減災に係る取組内容と現状について確認し、進捗が諮られていることを

確認

６．委員からのご意見

 ・今後も防災に力を入れていくことになるが、それを有効なものにするためには、本日

集まられた皆様のご協力が必要（下関気象台長）

・昨年は総合水防訓練を実施することができ大変感謝している。また、河川カメラなど

河川の整備もしていただき感謝している。市においても河川の浚渫工事を行っており、

また、これから予算の発表をすることになるが、防災には力を入れているところであ



資料１ 

る。市の取り組みが有効に働くにはここにお集まりの皆様の協力が必要である。とくに

国土交通省と県の方々には佐波川水系の整備については感謝とまた御協力をこの場を借

りて申し上げたい（防府市長）

・全天候型ドローンはどのように運用方法されるのか（山口市長（防災総括官代理出席）

 事務局：洪水時だけでなく平常時の巡視でも活用する方針です。詳細は今後の運用中で

決めていくことになります。



資料２

佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約

（名 称）

第１条 本会は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の９の規定に基づき組織する大

規模氾濫減災対策協議会として設置し、「佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会」

（以下「協議会」という。）と称する。

（目 的）

第２条 協議会は、「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと意識を変革し、社会全

体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築するため、隣接する市や県、国等が連

携して、佐波川水系における局所的な集中豪雨や堤防決壊等による大規模な浸水被害に備

え、減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に推進するため

の協議・情報共有を行う事を目的とする。

（協議会の構成）

第３条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。

 ２  協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見

を求めることが出来る。

（幹事会）

第４条 協議会の円滑な運営を行うため、幹事会を設ける。

 ２  幹事会は別表２に掲げる幹事をもって構成する。ただし、必要に応じて幹事を追加する

ことが出来る。 

 ３  幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて幹事以外の者の出席を要請し、意見

を求めることが出来る。 

（事務局） 

第５条  協議会及び幹事会の事務処理を行うため事務局を設ける。

 ２  事務局は国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所河川管理課に置く。

（協議会の実施事項）

第６条 協議会及び幹事会は第２条の目的を遂行するため、次に掲げる会務を行う。

  (1) 現状の水害リスク情報や取組状況の共有
(2) 円滑かつ迅速な避難のための取組、的確な水防活動のための取組、氾濫水の排水施
設運用等に関する取組に対して各構成員が取り組む事項を「地域の取組方針」とし

て作成する。

  (3) 「地域の取組方針」のフォローアップ
  (4) その他、大規模氾濫に対する減災対策に必要な事項



（会議の公開） 

第７条  協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協

議会に諮り、非公開とすることができる。  

２   幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

（協議会資料等の公表） 

第８条  協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。  

２  協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を

得た後、公表するものとする。 

（規約の改正）

第９条 本規約の改正は、協議会の決議を得なければならない。

（附 則）

本規約は、平成２８年 ６月２８日から施行する。

一部改正、平成２８年１０月１９日

一部改正、平成３０年 ３月１９日

一部改正、令和 ２年 ２月１３日



別表１

佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 委員

（委 員） 山口市長

      防府市長

      山口県 土木建築部長

      山口県 総務部理事（危機管理担当）

      気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台長

      国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所長



別表２

佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 幹事

（幹 事） 山口市 防災危機管理課長

      山口市 道路河川管理課長

      山口市 徳地土木課長

防府市 防災危機管理課長

      防府市 河川港湾課長

      山口県 河川課長

      山口県 防災危機管理課長

      気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台 防災管理官

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 副所長（河川）

      国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 副所長（道路）



取組内容と現状確認（第７回佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会）

・堤防整備、河道掘削及び漏水対策 順次実施 中国地方整備局 実施中
対策必要延長：4.2km
対策完了延長：3.1km（進捗率 74%）

・堤防整備（堤防裏法尻の補強） 順次実施 中国地方整備局 完了
対策必要延長：2.5km
対策完了延長：2.5km（進捗率 100%）R2.3対策完了

・Lアラートの活用による多様なメディアを通じた住民への迅速・確実
な防災情報の伝達

H29年度 山口県 完了 Lアラート運用開始：H29年4月

・大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の精度向上 H29年度 下関地方気象台 完了
流域雨量指数向上(1kmﾒｯｼｭ)：H29年7月
洪水災害危険度分布提供：H29年7月

・河川水位情報のプッシュ型配信の拡充 H30年度 山口県 完了 県防災情報システムに国管理の水位観測所追加：H30年4月

・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信 H28年度～ 中国地方整備局 完了 防府市内のプッシュ型配信開始：H29年5月

・ＣＣＴＶ等を活用したわかりやすい情報の発信 H28年度 中国地方整備局 完了
HPへの配信カメラ増(4台→20台)：H29年4月
平時と洪水時の状況比較、河川横断図同時提供
：H29年4月

・危機管理型水位計（簡易水位計）の整備 H30年度～ 中国地方整備局 予定 危機管理型水位計　26基設置 R2.8（予定）

・簡易型河川監視カメラの整備 R元年度～ 中国地方整備局 予定 簡易型河川監視カメラ 18基設置：R2年 12月（予定）

・全天候型ドローンの配備 R元年度 中国地方整備局 完了 山口河川国道事務所1台配備：R2年2月

・【県管理区間】の想定最大規模降雨における浸水想定区域図の公表 H30年度 山口県 完了 島地川浸水想定区域図公表：H31年3月

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザード
マップの作成・配布

H28年度～ 山口市、防府市 完了予定
防府市作成・配布完了：H29年6月
山口市作成・配布完了：R2年6月　（予定）

・訓練や防災教育等への洪水ハザードマップの活用 H30年度～ 協議会全体 実施済 住民との合同点検や出前講座等で活用

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図、新たに設定された
家屋倒壊等氾濫想定区域等に基づく地域防災計画等の見直しの検討

H28年度～ 山口市、防府市、山口県 完了
防府市完了：H29年9月
山口市完了：令和２年３月

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難勧告等
の判断基準・対象エリアの見直しの検討

H30年度～ 山口市、防府市、山口県 完了
防府市完了：H29年4月
山口市完了：令和２年３月

・洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設への水位情報の提供等の検
討・実施

H29年度～ 山口市、防府市 一部完了
防府市：H29年度よりFAXによる情報提供開始
　　　　（今年度は提供実績なし）
山口市：令和２年６月山口市地域防災計画の見直しに合わせて検討・実施

・洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設による避難確保計画作成に
向けた支援の実施

H29年度～
山口市、防府市、山口県、
中国地方整備局

実施中
防府市(146施設中129施設作成済)
山口市(11施設中7施設作成済)
※上記はR元年12月末時点

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく広域避難の
検討

H29年度～ 山口市、防府市、山口県 未実施
防府市・山口市：R2年度中に検討
防府市：H29年4月 避難所数、収容人数の基礎情報整理

・関係機関と連携したタイムラインの更新 H28年度～ 協議会全体 完了 多機関連携型タイムラインへ移行

・道路管理者、交通サービス、ライフライン等の大規模災害時に対応
が必要な関係機関と連携したタイムラインの策定
（多機関連携型タイムライン）

R元年度 協議会全体 完了 佐波川水害タイムライン策定：R2年1月

・タイムラインに基づく情報伝達訓練の実施 H29年度～ 協議会全体 実施済 R元年5月25日の佐波川総合水防演習でタイムラインに基づいた訓練を実施

・教育機関と連携した防災学習の実施 H28年度～ 協議会全体 実施済 「のびゆく防府」教材を活用した教育：R元年4月～

・防災シンポジウム等の開催及び出前講座等による講習会の実施 継続実施 協議会全体 実施済

防府市市民防災の日（防災講演会）：7月21日大雨警報発表により中止
山口市出前講座：今年度39回
防府市出前講座：今年度44回
山口河川国道出前講座：今年度9回

・「水防災意識社会」の再構築に役立つ広報活動の推進 継続実施 山口県、中国地方整備局 実施済 出前講座等で広報

・自主防災アドバイザーの養成 継続実施 山口県 実施済
研修実施（累計380人委嘱）
※上記はR2年1月末時点

・洪水に対してリスクの高い区間の住民との共同点検 継続実施
山口市、防府市、
中国地方整備局

実施済
山口市徳地伊賀地：H31年4月
防府市高井・真尾：H31年4月

・佐波川ダムの効果やダム操作について住民の理解を深めるための説
明会の実施

R元年度～ 山口県 実施済
「森と湖に親しむ旬間」においてダム見学会を実施し、ダムの効果、役割、
ダム操作について説明

②地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動

・ＣＣＴＶ等によるわかりやすい情報の発信及び活用 H28年度
山口市、防府市、
中国地方整備局

完了 山口河川国道事務所ＨＰへ掲載

・Lアラートの活用による多様なメディアを通じた水防団への迅速・確
実な防災情報の伝達

H29年度 山口市、防府市、山口県 完了 Lアラート運用開始：H29年4月

・迅速な洪水予報を行うための訓練の実施 継続実施
下関地方気象台、
中国地方整備局

実施済 洪水予報訓練実施：R2年5月

・市及び県へ派遣するリエゾンの入手情報リストの作成 H29年度 中国地方整備局 完了 リスト作成：H29年12月　※変更がある場合適宜更新

・水防資機材の情報共有及び相互支援方法の確認 H28年度～
山口市、防府市、山口県、
中国地方整備局

実施済 情報共有･支援方法（水防団合同巡視）：H31年4月

・市庁舎等の浸水に備えた業務継続計画の検討 H28年度～ 山口市、防府市、山口県 完了
山口市作成：H29年3月
防府市作成：H29年12月

③長期化する浸水を一日も早く解消するための排水対策

・排水施設の簡易的な浸水対策の実施 H28年度 防府市 完了 排水施設に土のう配備：H29年3月

・排水施設の情報共有、大規模な浸水を想定した排水計画の作成 H28年度～
山口市、防府市、山口県、
中国地方整備局

完了 大規模浸水を想定した排水計画作成：H31年3月

・排水ポンプ車を用いた排水訓練の実施 継続実施 中国地方整備局 実施済 排水訓練実施：R 2年5月

※着色部は目標を達成した取組

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組

取組項目
開始時期
又は

目標時期
取組機関

現状
R2年5月末

時点
具体的な取組内容

■洪水氾濫を未然に防ぐ対策（ハード整備）

■危機管理型ハード対策（ハード整備）

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備（ハード整備）

■情報伝達、避難等に関する取組

■防災学習の推進及び防災知識の普及・啓発

■排水活動及び施設運用に関する取組

具体的な取組内容

■水防活動の効率化及び水防体制の強化

取組項目
開始時期
又は

目標時期
取組機関

現状
R2年5月末

時点
具体的な取組内容

取組項目
開始時期
又は

目標時期
取組機関

現状
R2年5月末

時点

：訓練や出前講座など、毎年実施する取組で、Ｒ２年度も引続き取り組むもの （黒文字は第６回協議会（R2.2.13）時点、赤字はR2.5時点で見直した内容）

：ハード整備やシステム構築など、整備すれば完了する取組で目標を達成したもの【完了】

資料３



○ 短時間強雨の発生頻度が直近30～40年間で
約1.4倍に拡大。

平均
174回

平均
251回

1976-1985年 2010-2019年

○ 国土の約3割が洪水や地震災害（震度被害）等の災害リスク地域であり、災害リスクにさらされ
る人口はおよそ7割。

我が国の脆弱な国土条件

※ 洪水、土砂災害、地震災害（震度被害）、津波災害

【災害リスク※にさらされる地域の面積と当該地域に居住する人口】

○ 氾濫危険水位を超過した河川数は、増加傾向。

気候変動による自然災害の頻発・激甚化

【短時間強雨（1時間降雨量50mm以上）の年間発生回数】

リスクエリア面積
（国土面積に対する割合）

リスクエリア内人口
（2015）

（全人口に対する割合）

リスクエリア内人口
（2050）

（全人口に対する割合）
約112,900 
（29.9%）

約8,556万人
（67.5%）

約7,134万人
（70.0%）

○ 四方を海で囲まれ、国土の中央を脊梁山脈が縦貫しており、河川が急勾配であるとともに、都市部
においてゼロメートル地帯が広域にわたり存在。

【江戸川・荒川・隅田川と市街地の標高の関係】

約1.4倍○ 例えば、三大都市圏の約404万人が「ゼロメートル地帯」に居住している状況。

○ 世界の大規模地震の約2割が我が国周辺で発生。

【氾濫危険水位を超過した河川数（国管理・都道府県管理）】
2014 2015 2016 2017 2018 2019

国管理
都道府県管理

83
159

455 474
403368

（出典：国土審議会計画推進部会国土の長期展望専門委員会 第二回資料）

常願寺川

【我が国と諸外国の河川勾配比較】

安倍川
筑後川

信濃川

北上川

利根川

吉野川 セーヌ川

コロラド川

メコン川

ライン川

ロアール川

※ 首都直下地震、南海トラフ地震の発生確率は、それぞれ今後の30年以内で約70%

○ 令和元年東日本台風での広範囲にわたる記録的な大雨など、近年、毎年必ず大規模な自然災害が発生。
○ そもそも、我が国は、河川が急勾配で、ゼロメートル地帯に三大都市圏の約404万人が居住する等、世界的にもまれ
に見る脆弱な国土条件を有しており、自然災害リスクが極めて高い。
○ 氾濫危険水位を超過した河川数が近年5倍強となるなど、気候変動の影響が顕在化。

※ 令和元年東日本台風では、103もの地点で24時間降水量が
観測史上1位の値を更新。

気候変動の影響と脆弱な国土条件

1

＜流域治水プロジェクト関連資料＞
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近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発

平成27年9月関東・東北豪雨

①鬼怒川の堤防決壊による浸水被害
（茨城県常総市）

③小本川の氾濫による浸水被害
（岩手県岩泉町）

平成28年8月台風10号 平成29年7月九州北部豪雨

④桂川における浸水被害
（福岡県朝倉市）

7月豪雨 台風第21号 北海道胆振東部地震

⑧六角川周辺における浸水被害状況
（佐賀県大町町）

平成28年熊本地震

②土砂災害の状況
（熊本県南阿蘇村）

⑨電柱・倒木倒壊の状況
(千葉県鴨川市)

⑩千曲川における浸水被害状況
(長野県長野市)

令
和
元
年

平
成
30
年

平
成
27
～
29
年
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令和元年東日本台風による国管理河川の状況（降雨、流量）

○主な河川における基準地点上流域平均雨量は、河川整備基本方針の対象雨量を超過又は迫る雨量となった。
○流量は、観測史上最大又は２位を記録し、河川整備計画の目標（戦後最大等）を超過又は迫る流量となった。
○阿武隈川では、基本方針の流量を超過した。

335 330.8

0

100

200

300

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

256.5 252.7

0
50

100
150
200
250

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

235 255

0
50

100
150
200
250

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

186 196.8

0

50

100

150

200

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

516 446.
2

0
100
200
300
400
500

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

(mm/2d)

(mm/3d)

336 310.3

0

100

200

300

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

(mm/3d)
(mm/2d)

1/100

1/150

1/1001/200

1/100

1/200

約
1/190約

1/110

約
1/80

約
1/160

約
1/90

約
1/140

11,500

7,600
9,900

0

5000

10000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量
(m3/s)

1/100 約
1/60

約
1/30

千曲川（立ヶ花）

14,800 
11,900 11,100 

0

5,000

10,000

15,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量
(m3/s)

1/200 約
1/80

約
1/100

荒川（岩淵）

22,200 
17,000 16,500 

0

10,000

20,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量

(m3/s)

利根川（八斗島）

1/200 約
1/70

1/70
～
1/80

久慈川（山方）

4,000 

3,000 
3,700 

0

2,000

4,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量

1/100 約
1/80

約
1/30

(m3/s)

7,000 

4,900 

7,400 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量

阿武隈川（福島）

1/150
約
1/1801/60

(mm/2d) (m3/s)

鳴瀬川水系吉田川（落合）

2,300 

1,700 1,870 

0

1,000

2,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量

(mm/2d) (m3/s)

1/100 約
1/70

約
1/70

第2位

第1位

第1位第2位

第2位

第1位

※内水参加量を見込んでいない。

※

(mm/2d)

300
269

0

100

200

300

基本方針 今回洪水

流域平均雨量

1/100

8,500 

5,900 
7,400 

0

3,000

6,000

9,000

基本方針 整備計画 今回洪水

ピーク流量

約
1/60

第1位

約
1/50

那珂川（野口）

1/100 約
1/30

(m3/s)

※数値は、速報値（R2.1時点）であり、今後変更となる場合がある。
※流量はダム・氾濫戻し。雨量は、対象降雨の継続時間の基準地点上流域の平均雨量。

国 １４箇所
県 １２８箇所
計 １４２箇所
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目標とする安全度
を確保するには、

計画の対象とする
流量が増大

気候変動の影響と治水計画の見直しについて

○災害の発生状況やＩＰＣＣの評価等を踏まえれば、将来の気候変動はほぼ確実と考えられ、緩和策
と適応策とを車の両輪として進め、気候変動に対応する必要

○温暖化が進行した場合に、目標としている治水安全度を確保するためには、「過去の実績降雨に
基づくもの」から「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に計画の見直しが必要

気候変動シナリオ 降雨量 流量 洪水発生頻度

２℃上昇相当※ 約１．１倍 約１．２倍 約２倍

世界平均地上気温変化

（２℃上昇ケース）

（４℃上昇ケース）
経年変化

（年）

降雨量変化倍率をもとに算出した、
流量変化倍率と洪水発生頻度の変化

※ ２℃は、温室効果ガスの排出抑制対策（パリ協定）の目標とする気温

過去の実績に基
づくもの

気候変動による
降雨量の増加など
を考慮したもの

現
在

整備の目標
とする流量

見
直
し
後

気候変動の影響と治水計画の見直しについて
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あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換

集水域
都道府県・市町村、
企業、住民

河川
国・都道府県・市町村、
利水者

氾濫域
国・都道府県・市町村、
企業、住民

氾濫を防ぐための対策
～ハザードへの対応～

被害対象を減少させるための対策
～暴露への対応～

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策
～脆弱性への対応～

二線堤等の整備
⇒ 市町村

（ためる）※

雨水貯留施設の整備、
田んぼやため池等の高度利用
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民

（氾濫水を早く排除する）
排水門の整備、排水ポンプの設置
⇒ 市町村等

（避難態勢を強化する）
ICTを活用した河川情報の充実
浸水想定等の空白地帯の解消

⇒ 国・都道府県・市町村・企
業

（被害範囲を減らす）
土地利用規制、高台まちづくり
⇒ 国・都道府県・市町村、企業、住民

（早期復旧・復興に備える）
BCPの策定、水災害保険の活用
⇒ 市町村、企業、住民

（移転する）
リスクが高いエリアからの移転促進
⇒ 市町村、企業、住民

（支援体制を充実する）
TEC-FORCEの体制強化
⇒ 国・企業

（氾濫水を減らす）
堤防強化等
⇒ 国・都道府県

（安全に流す）
河床掘削、引堤、放水路、砂防堰堤、遊砂地、
雨水排水施設等の整備
⇒ 国・都道府県・市町村

ダム、遊水地等の整備・活用
⇒ 国・都道府県・市町村、利水者

（しみこませる）※

雨水浸透施設（浸透ます等）の整備
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民

（被害を軽減する）
建築規制・建築構造の工夫
⇒ 市町村、企業、住民

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、集水域か
ら氾濫域にわたる流域に関わる関係者が、主体的に取組む社会を構築する必要がある。

◆河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域全体で行
う治水「流域治水」へ転換することによって、施策や手段を充実し、それらを適切に組合せ、加速化させることによって効率
的・効果的な安全度向上を実現する。

◆併せて、自然環境が有する多様な機能を活用したグリーンインフラを、官民連携・分野横断により推進し、雨水の貯留・浸
透を図る。

課題

対応

※グリーンインフラ関係施策と併せて推進

河川での対策 集水域での対策 氾濫域での対策
凡例
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あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換

◆河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域全体で行
う治水「流域治水」へ転換することによって、施策や手段を充実し、それらを適切に組合せ、加速化させることによって効率
的・効果的な安全度向上を実現する。

対応

河川・下水道管理者による対策 市町村や民間等による対策

遊水地

公共施設地下貯留（東京ドーム）

堤防整備 既存の利水ダムの治水活用
防災調整池

既存の利水ダムにおいて貯留水を
事前に放流し水害対策に活用

事前に放流

洪水調節

放流施設
の新設等

洪水発生前に、利水容量の
一部を事前に放流し、洪水
調節に活用

（既存ダムの活用例）

ダム建設・ダム再生

かさ上げイメージ

大規模地下貯留施設（下水道）

「流域治水」の具体例
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「流域治水プロジェクト （仮称）」 に基づく事前防災の加速

～事業の必要性・効果等をわかりやすく提示～

◆現状の整備水準では、気候変動により激甚化・頻発化する水災害に対応できない。
また、行政が行う防災対策を国民にわかりやすく示すことが必要。

◆令和元年東日本台風で甚大な浸水被害が生じた７水系における対策のみならず、
全国の一級水系における早急に実施すべき流域全体での対策の全体像を示し、
ハード・ソフト一体となった事前防災対策を加速。

◆「過去の実績に基づくもの」から「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」
に、計画を見直し、抜本的な対策に着手。

課題

対応

全国7水系における「緊急治水対策プロジェクト」 全国の各河川で「流域治水プロジェクト（仮称）」を公表

◆全国の一級水系を対象に、早急に実施すべき具体的な治水対策の
全体像を、都道府県や市町村と連携して検討し、国民にわかりやすく提示。

◆令和元年東日本台風（台風第19号）により、甚大な被害が発生した7水系におい
て、国・都県・市区町村が連携し、今後概ね5～10年で実施する
ハード・ソフト一体となった「緊急治水対策プロジェクト」に着手。

事業費 期間 主な対策メニュー

阿武隈川上流

阿武隈川下流

鳴瀬川 吉田川 約271億円
令和6年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、堤防整備
【ソフト対策】　浸水想定地域からの移転・建替え等に対する支援　等

荒川 入間川 約338億円
令和6年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】　高台整備、広域避難計画の策定　等

那珂川 那珂川 約665億円
令和6年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】　霞堤等の保全・有効活用　等

久慈川 久慈川 約350億円
令和6年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、堤防整備
【ソフト対策】　霞堤等の保全・有効活用　等

多摩川 多摩川 約191億円
令和6年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、堰改築、堤防整備
【ソフト対策】　下水道樋管等のゲート自動化・遠隔操作化　等

信濃川

千曲川

合計 約5,424億円

水系名 河川名

信濃川

阿武隈川

緊急治水対策プロジェクト
（概ね５～１０年で行う緊急対策）

約1,840億円
令和10年度
まで

約1,768億円
令和9年度
まで

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】
　支川に危機管理型水位計及びカメラの設置
　浸水リスクを考慮した立地適正化計画展開　等

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】
　田んぼダムなどの雨水貯留機能確保
　マイ・タイムライン策定推進　等

【イメージ】 ○○川流域治水プロジェクト

高潮対策

遊水地整備

堤防整備

ダム再生

霞堤の保全

河道掘削
樹木伐採

■河川対策
・堤防整備、河道掘削
・ダム再生、遊水地整備 等

■ソフト対策
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等

■流域対策（集水域と氾濫域）
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等

★戦後最大（昭和XX年）と同規模の洪水を安全に流す

★ …浸水範囲（昭和XX年洪水）

災害危険区域
の指定

雨水貯留施設
の整備

排水施設の
整備

（対策メニューのイメージ）

※令和2年3月31日 HP公表時点

今後の治水対策の進め方（イメージ）
緊急治水対策プロジェクト
（甚大な被害が発生した７水系）

流域治水プロジェクト(仮称)
全国河川 において早急に実施すべき

事前防災対策を加速化

気候変動の影響を
反映した

抜本的な治水対策
を推進

河川整備計画
等の見直し

7



既存ダムの洪水調節機能強化に向けた取組

事前放流は、治水の計画規模や河川（堤防等）・ダム等の施設能力を上回る洪水の
発生時におけるダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・軽減を目的とする。

■洪水調節機能強化（ソフト対策）として事前放流の検討を実施。5月末までに治水協定締結を目標

○目的

○事前放流とは
洪水の発生が予想された場合、一時的に洪水を調節するための容量を利水容量か
ら確保し、洪水調節に利用可能な容量（「洪水調節可能容量」）を増強すること。

①多目的ダムの事前の放流

堆砂容量

常用洪水吐

非常用洪水吐ゲート

洪水調節容量

▽ 平常時最高貯水位

利水容量

放流設備の改良を効果が高いものから順次実施

放流設備の
位置や能力
の制約

水位低下○島地川ダムにおける事前放流検討

相当雨量(300ｍｍ)=720万m3（洪水調節容量）/32km2（流域面積）÷0.75(流出係数)
カット率（0.784）＝（370(計画最大流入量)-80(計画最大流入時放流量)）/370(計画最大流入量)
事前放流実施基準降雨量=相当雨量(300mm)/カット率(0.784)=383mm

事前放流実施基準降雨量（383ｍｍ）

島地川ダム洪水計画図

・島地川ダムの近10ヶ年主要洪水における検証では、GSM84hrｏｒMSM39hrの24hr予測雨
量が基準降雨量383mmに達しないため事前放流は不要となり利水容量に影響は与えない。

洪水年月日
流域平均雨量(mm) GSM84hr又はMSM39hr予測雨量

時間最大 総雨量 24hr予測最大 事前放流

1 H21.7.21 38.6 143.8 144.4 不要

2 H22.7.12～15 37.4 302.1 157.8 不要

3 H25.6.19～21 20.4 169.9 179.1 不要

4 H26.7.7～8 22.7 144.5 172.9 不要

5 H27.8.25～26 22.3 107.7 160.3 不要

6 H28.6.20～21 25 119.2
163 不要

7 H28.6.22～23 30 160.7

8 H30.7.5～7 22 256.7 308.8 不要

島地川ダム貯水池容量配分図

ダム天端高：EL301m

近10年主要洪水の雨量

参考：H30.7洪水における検証結果

※事前放流ガイドライン（案）令和2年4月に基づく検討

【島地川流域におけるGSM84hr又はMSM39hrの24hr予測雨量が基準降雨量を超過した場合に事前放流を実施】
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資料６

第７回 佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会 議事概要

１．日 時・場所 

令和 2年 5月25日（月）14:00～ 場所：山口市役所 

令和 2年 5月22日（金） 9:00～ 場所：防府市役所 

令和 2年 5月26日（火）10:00～ 場所：防府土木建築事務所 

２．出席者 

山口市長（防災統括監代理出席） 

防府市長（防災危機管理課課長代理出席） 

山口県土木建築部長（防府土木建築事務所長代理出席） 

山口県総務部理事（書面） 

下関地方気象台長（書面） 

山口河川国道事務所長（副所長代理） 

４．議 事

１）前回協議会における議事概要 

２）規約の確認 

３）佐波川水系の減災に係る取組内容と現状確認 

４）今後の取組内容について（情報共有） 

５）情報提供 

５．議事概要

 ・ 規約について改正の必要が無いことを確認。

・ 佐波川水系の減災に係る取組内容と現状について確認し、新型コロナウイルス感染拡

大防止を踏まえて、令和２年度も引き続き取組を行う事を確認

６．委員からのご意見

・今年度設置予定の簡易カメラ、危機管理型水位計の位置図を共有して頂きたい（山口市）

事務局：詳細な位置が決まった段階で共有する。


